
生駒市規則第９号 

 生駒市の臨時職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  平成３１年３月２７日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市の臨時職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市の臨時職員の給与の支給に関する規則（平成２４年３月生駒市規則第９

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「８４６円」を「８５０円」に、「６，５６０円」を「６，５９０円」

に、「５，９３０円」を「５，９５０円」に、「９０６円」を「９１０円」に、

「７，０３０円」を「７，０６０円」に、「６，３５０円」を「６，３７０円」

に、「１，２１９円」を「１，２２５円」に、「１７９，２００円」を「１８０

，７００円」に、「１９２，７００円」を「１９４，０００円」に、「９３７円

」を「９４１円」に、「１３６，５００円」を「１３７，８００円」に、「１４

５，２００円」を「１４６，６００円」に、「９０８円」を「９１２円」に、「

１３４，９００円」を「１３６，３００円」に、「１３７，８００円」を「１３

９，２００円」に、「８９，７００円」を「９０，６００円」に、「１３８，１

００円」を「１３９，４００円」に、「１，５１３円」を「１，５２０円」に、

「１１，７２６円」を「１１，７８０円」に、「１，６１３円」を「１，６２１

円」に、「１２，５０１円」を「１２，５６３円」に、「１，４６１円」を「１

，４６８円」に、「１１，３２３円」を「１１，３７７円」に、「１４９，４０

０円」を「１３６，３００円以上１５０，９００円以下」に、「１，００２円」

を「１，００７円」に、「１８３，８７２円」を「１６６，０７７円」に、「８

２１円」を「８２５円」に、「８６６円」を「８７０円」に、「６，７２０円」



を「６，７５０円」に、「６，６５０円」を「６，６９０円」に、「７，０５０

円」を「７，０９０円」に、「６，２８０円」を「６，３１０円」に、「６，１

４０円」を「６，１７０円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 


